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下記の気象状況になった際に発令します。発令は、市町村ごとです。発令したら対
象区域内の火の使用を制限します。ただし、当日に降水が見込まれる場合または降
雪がある場合には適用しません。
期　　間　主に１～５月
対象区域　森林および森林の周囲１キロメートルを含む区域

火災予防条例第29条の規定により、火の使用を制限します。次のことを守ってください。

山林や原野などで火入れ（木や
雑草などを焼却）しない

屋外で引火性または爆発性の物
品・その他の可燃物の付近で喫
煙をしない

火災予防条例第45条で、消防署長に届け出が必要と定められている「火災と紛らわしい煙または火
炎を発する恐れのある行為」にたき火を明記しました。

火を使用する設備器具を使用しない、またはこれらの設備を使用する場合でも、その本来の使用方
法以外で、火をたく行為全般。記載は一例。

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」（可茂消防事務組合HPにあ
り）を、近くの消防署または分署に提出
※行為を許可するものではありません。事前に消防署が把握するための届け出です。

たき火とは

届出方法

屋外で火遊びまたは
たき火をしない

残火（たばこの吸殻含む）や取
とり

灰
はい
（かまどから取り出した灰）、
火
ひ の こ
粉（火が燃えるときに飛び散

る小さな火）を始末する

花火を使用しない

山林や原野などの場所で、火災
が発生する恐れのある消防長が
指定した区域内において喫煙を
しない

どんど焼きキャンプファイヤー野焼き

可茂消防事務組合HPやSNSなどで周知します。

 警報・注意報の発令基準  発令したときの「火の使用の制限」 

 警報・注意報を発令したら 

 林野火災警報・注意報の発令に関係なく

 たき火をするときは届け出が必要です 

林野火災注意報が発令

かつ

強風注意報が発表

林野火災警報発令
「火の使用の制限」

義　務
※�違反した場合、消防法に基づき、
30万円以下の罰金または拘留と
いった罰則が適用されます。

前３日間の合計降水量が
１ミリ以下

かつ

前30日間の合計降水量が
30ミリ以下 または
乾燥注意報が発表

林野火災注意報発令
「火の使用の制限」

努力義務

注意報警報

市の防災行政無線（警報の
み）や「すぐメールかに※」、
市HPでもお知らせします。
※�既に登録済みの人は、受信設定で
配信カテゴリを追加する必要があ
ります。

可茂消防事務組合SNS

消防車両による広報

可茂消防事務組合HP
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